
 

平成２７年度 第２回瑞穂町総合教育会議 次第 

 

日時：平成２８年３月３０日（水） 

午前 9時から 

場所：町民会館第２会議室 

 

１ 開会 

 

２ 町長挨拶 

 

３ 議題 

 １） 瑞穂町教育大綱について              （資料１） 

 ２） 平成２７年度の教育行政について          （資料２） 

    平成２７年度 教育委員会の施策          （資料３） 

 ３） その他 

 

４ 閉会 

 

 
【机上配布資料】 

・ 平成２７年度 第２回瑞穂町総合教育会議 次第 

・ 座席表 兼 参加者名簿 

・ 資料１ 瑞穂町教育大綱（案） 

・ 資料２ 平成２７年度の教育行政について 

・ 資料３ 平成２７年度 教育委員会の施策について 

・ 参考資料１ 瑞穂町教育総合会議要綱 

・ 参考資料２ 新教育委員会制度への移行に関する調査（文部科学省） 

 



廊下

平成２７年度　第2回総合教育会議　席次

傍聴 傍聴 傍聴 傍聴 傍聴 傍聴

事務局

教育委員
森田　義男

教育部長
福井　啓文

副町長
杉浦　裕之

企画部長
田辺　健

教育委員長
滝澤　福一

教育委員長
職務代理者
関谷　忠

教育委員
戸田　祐佳

教育長町長

石塚　幸右衛門 鳥海　俊身



 

 

（案） 
 

 

瑞穂町の教育に関する大綱 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 ２８年  月 

瑞 穂 町 
 

 

平成２７年度 第２回瑞穂町総合教育会議 資料１ 



瑞穂町の教育に関する大綱の策定にあたって 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律

が、平成２７年４月１日に施行されました。 

改正法の趣旨は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保し

つつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の

構築、町長と教育委員会との連携強化を図ることです。 

また、すべての地方公共団体において総合教育会議を設置し、将

来の教育行政の方針である教育に関する大綱を策定することが義務

づけられました。 

ここに、第４次瑞穂町長期総合計画で謳う 

 

 

 

の実現に向けて、瑞穂町の教育に関する大綱を策定いたしました。 

 

 

平成２８年 月 

                



瑞穂町の教育に関する大綱（案） 

 

 

次代を担う子どもたちが心豊かに育つことは、地域社会の

宝となります。学校、家庭、地域が一体となって、青少年を

育てる環境づくり、また、だれもが自己目標の実現をはかる

ことのできるよう、生涯を通じ、あらゆる場で学び、支え合

うことができる生涯学習の環境づくりにつとめ、一人ひとり

が生涯輝くことのできるまちづくりを進めるため、３つの方

針を掲げて教育を推進します。 

 

１ 互いの人格を尊重し 思いやりと規範意識のあるひと 

 

１ 社会の一員として 社会のルールを守り貢献しようとするひと 

 

１ 自ら学び考え行動する 個性と創造力豊かなひと 

 

 

また、教育は、学校、家庭及び地域のそれぞれが対等な関

係で自らの役割と責任を分担するとともに、情報を共有し、

連携して行わなければならないものであるとの認識に立っ

て、すべての町民が教育に参加することを目指します。 



１ 瑞穂町の教育に関する大綱の位置づけ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めざす教育 
 

 

 

 

 

基本方針 
 １ 人権尊重と社会貢献の精神の育成 

 ２ 確かな学力の育成と個性や創造力の伸長 

 ３ 安全な学校と信頼される教育の確立 

 ４ 生涯学習の推進と施設・環境の整備 

みらいに ずっと ほこれるまち  潤いあふれ、活力みなぎる地域社会をめざして 

○互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のあるひと 

○社会の一員として、社会のルールを守り貢献しようとするひと 

○自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かなひと 

将 来 都 市 像 

 

基本構想 

基本計画 

第１章 健康で元気なみずほ 

第２章 一人ひとりが輝くみずほ 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 魅力ある温かいみずほ 

第４章 安全安心やさしいみずほ 

第５章 快適で美しいみずほ 

教育目標 

瑞穂町の教育に関する大綱 

 
○互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のあるひと 

○社会の一員として、社会のルールを守り貢献しようとするひと 

○自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かなひと 

長期総合計画 

 

 

総合教育会議 

 
 

 



《参考資料》 

瑞穂町教育委員会 教育目標と基本方針 

 
 瑞穂町教育委員会は、人間尊重の精神に徹し自他の生命を尊び、

学校、家庭、地域との緊密な連携のもとに、子どもたちが心身とも

に健康で、知性と感性に富み、郷土を愛する心と国際感覚をそなえ

た町民として、人間性豊かに成長することを目指し、教育を推進す

る。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、学校教育及び社会教育を充実し、だれもが生涯を通じ、あらゆる場で

学び、支え合うことができる生涯学習社会の実現を図る。 

 そして、教育は、学校、家庭、地域のそれぞれが責任を果たし、連携して行

われなければならないものであるとの認識に立って、すべての町民が教育に参

加することを目指す。 

瑞穂町教育委員会は、このような考え方に立って、「みらいに ずっと ほ
これるまち 潤いあふれ、活力みなぎる地域社会をめざして」（第４次瑞穂町

長期総合計画の将来都市像／計画期間：平成２３年度～平成３２年度）の実現

に向けて、積極的に教育行政を推進する。 

子どもたちが、知性、感性、道徳心や体力をはぐくみ、人間性豊かに成長することを

願い、 

○互いの人格を尊重し、思いやりと規範意識のあるひと 

  ○社会の一員として、社会のルールを守り貢献しようとするひと 

  ○自ら学び考え行動する、個性と創造力豊かなひと 

の育成に向けた教育を重視する。 

  

互いの人格を尊重

し、思いやりと規範

意識のあるひと 

 

 
社会の一員とし

て、社会のルー

ルを守り貢献し

ようとするひと 

 

 
自ら学び考え行

動する、個性と

創造力豊かなひ

と 



 

基 本 方 針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

子どもたちが、人権尊重の理念を正し

く理解するとともに、思いやりの心や社

会生活の基本ルールを身に付け、社会に

貢献しようとする精神をはぐくむことが

求められる。 

そのために、人権教育及び心の教育を

充実するとともに、権利と義務、自由と

責任についての認識を深めさせ、公共心

をもち自立した個人を育てる教育を推進

する。 

 

人権尊重と社会貢献の精神の育成 

《基本方針１》  

 

 

 

社会の変化に対応できるよう、子ども

たち一人一人の思考力、判断力、表現力

などの資質・能力を育成することが求め

られる。 

そのために、確かな学力の育成を図り、

子どもたちの個性と創造力を伸ばす教育

を推進する。 

 

 

確かな学力の育成と個性や創造力の伸長 

《基本方針２》  

《基本方針３》  

安全な学校と信頼される教育の確立 

 

子どもたちが安全で安心した学校生活

を送るために、教育行政を力強く展開す

ることが求められる。 

そのために、学校、家庭、地域の協働

と町民の教育参加を進めるとともに、効

率的で透明性の高い開かれた学校経営へ

の改革を進めていく。 

《基本方針４》  

生涯学習の推進と施設・環境の整備 

 

活力ある社会を築いていくために、個

人の生活を充実するとともに、一人ひと

りが社会に貢献できるようにすることが

求められる。 

そのために、町民が生涯を通じて、自

ら学び、文化やスポーツに親しみ、社会

参加できる機会の充実を図るとともに、

施設や環境の整備に努める。 
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平成２７年度の教育行政について 

１ 通学路等防犯設備（防犯カメラ）運用状況について 

  通学路 

  町内各小学校通学路、箱根ケ崎駅西口広場に防犯カメラを設置。 

   設置台数４２台 

（内訳）通学路 一小 ８台 

           二小 ７台 

           三小 ７台 

           四小 ９台 

           五小 ８台 計３９台 

       箱根ケ崎駅西口広場 ３台 

     

  公園 

松原中央公園 4台及びさやま花多来里の郷 4台のカメラを設置。データについては 7

日から 10日間の保存。データは、内蔵ハードディスクに保存され保存容量を超えた時

点で古いものから順次上書きされる。公園内で異常を発見した際に映像を確認してい

る。 

 

２ 町内における犯罪等発生状況について 

  犯罪発生件数 

                                  （単位：件） 

年 
発生 

件数 
凶悪犯 粗暴犯 

侵入 

盗犯 

非侵入 

盗犯 
知能犯 風俗犯 その他 

(参考) 

福生署

管内 

平成 

27年 
497 5 12 27 373 14 6 60 2,175 

平成 

26年 
512 4 30 25 371 10 11 61 2,438 

平成 

25年 
587 2 16 19 459 10 2 79 2,651 

 

  防犯メール配信 

   １．防犯情報（不審者情報、振り込め詐欺情報等）を登録者にメール配信 

   ２．配信情報 

年度 配信回数（件） 備考 

平成 27年度 34 4/1～3/28現在 

平成 26年度 51  

平成 25年度 44  
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３ 通学路における交通安全施設設置（改修）等の状況について 

   ●カラー舗装（平成２７年度施工箇所） 

町道 34号線 長岡長谷部329～長岡長谷部291 延べ延長 639ｍ 面積 191.7㎡  

第二小学校 

町道 29号線 駒形富士山576～高 根640 延べ延長 329ｍ 面積 98.7㎡   

第三小学校 

町道 72号線 駒形富士山161～駒形富士山183 延べ延長 511ｍ 面積 153.3㎡  

第三小学校 

●ＬＥＤ道路照明灯（平成２７年度施工箇所） 

第四小学校付近の道路照明灯を、ＬＥＤ道路照明灯に交換。288基交換。 

 

   ●道路反射鏡（カーブミラー）の点検及び清掃を、瑞穂町交通安全推進協議会へ委

託（927本/年３回実施）。 

 

   その他、福生警察署、教育委員会、道路管理者とで、毎月通学路の安全点検を実施

し、危険箇所への看板、ポストコーン、ガードパイプ等の設置を行っている。引き続

き、児童・生徒が安全に通学できるよう改善していく。 

 

４ 瑞穂町海外留学奨学資金等支給状況について 

平成２７年度支給実績 

  「瑞穂町海外留学奨学資金等支給条例」に基づき、積極的に海外の学校で学芸や技能

を修得しようとする青少年に対し、奨学資金と渡航費用の一部を支給し、国際的な視

野に立ち、町及び社会に貢献する人材の育成を行った。 

 

ア 第１期  申請期間  平成２７年６月１日～６月３０日 

                                     

       

 

     ※留学先 フランス パリ・ディドロ大学 文学部 

 

イ 第２期  申請期間  平成２８年１月４日～１月２９日 

    応募者なし 

  

  ウ 奨学金の精算 

    平成２７年度第１期  返還確定金額：１４７，０００円（途中帰国による減額） 

 

 

 

申請件数 支給決定件数 支給額 

1件 1件 294,000円 



１　平成２７年度教育委員会予算における重点事業等について

出典：平成２７年２月教育委員会定例会資料

２　平成２７年度教育委員会の主要施策について　　 　※【　】は、別紙一覧の番号

　（１）三小・二中水飲栓直結化事業（設計）　　　　　　　　　　　【Ｎｏ.２】

〔事業目的及び概要〕
　東京都水道局が推進している小中学校の水飲栓直結給水化モデル事業を
活用し、三小及び二中において受水槽を通さずに児童・生徒が冷たくおい
しい水道水を飲める快適な教育環境を整備するための工事に向けた設計を
行います。

〔事業進捗状況〕
　１　設計委託
　　　○期間　平成２７年６月８日～平成２７年１２月２１日
　　　○金額　２,１６０,０００円

　（２）一小校庭芝生化事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｎｏ.４】

〔事業目的及び概要〕
　児童・生徒の体力の向上や怪我の減少、緑化によるヒートアイランド現
象の抑制、児童・生徒、保護者、地域の方々による芝生の維持管理組織を
通して地域コミュニティの活性化を図ることを目的に、校庭の芝生化を推
進します。

〔事業進捗状況〕
　１　工事
　　　○期間　平成２７年６月３日～平成２７年１１月２４日
　　　○金額　７９,０９４,８８０円
　２　工事監理委託
　　　○期間　平成２７年６月３日～平成２７年１１月２４日
　　　○金額　４,８２１,１２０円
　３　その他　　芝開き式典　　平成２７年１２月１２日

　教育委員会の主な事業を新規事業、重点事業、レベルアップ事業の３つに
区分し事業を推進しています。（別紙参照）

平成２７年度　教育委員会の施策について

区　分 新規事業 重点事業 レベルアップ事業 合　計
教 育 課 3 10 0 13
指 導 課 0 14 2 16
社会教育課 2 17 0 19
図 書 館 4 10 0 14

合　計 9 51 2 62
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　（３）四小及び二中除湿温度保持機能復旧事業（工事・監理）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｎｏ.５・Ｎｏ.６】

〔事業目的及び概要〕
　冷暖房設備が老朽化している四小及び二中において、快適な教育環境を
整備するため各教室等の個別空調化の工事を行います。

〔事業進捗状況〕
　１　四小
　　（１）工事
　　　　○期間　平成２７年６月１５日～平成２７年１１月３０日
　　　　○金額　２３１,６６０,０００円
　　（２）工事監理委託
　　　　○期間　平成２７年６月１５日～平成２７年１１月３０日
　　　　○金額　７,８３０,０００円
　２　二中
　　（１）工事
　　　　○期間　平成２６年８月４日～平成２７年５月１５日
　　　　○金額　２４３,０００,０００円
　　（２）工事監理委託
　　　　○期間　平成２６年８月４日～平成２７年５月１５日
　　　　○金額　７,５１６,８００円

　（４）フューチャースクール（中学校）の実施　　　　　　　　　【Ｎｏ.１４】

〔事業目的及び概要〕
　当講座を通して子どもたちに学ぶ意欲を身につけさせ、一人一人の子ど
もが自らの目標を達成できる学力の向上を目指し、中学生を対象に学習塾
と連携して土曜日等に補習・発展学習を実施します。

〔事業進捗状況〕
　１　期間　平成２７年７月～平成２８年３月　各校２０回実施
　２　委託先　明光義塾（瑞中）、スクールＩＥ（二中）
　３　契約金額　７,５６０,０００円
　４　参加者　瑞中　１１３人（参加率２４％）
　　　　　　　二中　１１０人（参加率２３％）

　（５）ストップ２２キャンペーン　　　　　　　　　　　　　　　　　 【なし】

〔事業目的及び概要〕
　町では子どもたちのスマートフォンや携帯電話、インターネットの長時
間使用が問題となっています。そこで子どもたちの健全育成を図るため、
２２時以降は子どもたちのスマートフォンや携帯電話の使用を控える取組
を推進しています。

〔事業進捗状況〕
　１　各種広報媒体（町広報紙、町ホームページ等）を使って当キャンペ
　　ーンを周知しています。
　２　町公共施設（学校、役場、町民会館、スカイホール等）、ＪＲ箱根
　　ケ駅、町内金融機関へキャンペーン用のぼり旗を設置しました。
　３　「ストップ２２」のチラシを作成し、保護者並びに地域、関係機関
　　へ配布しました。
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　４　青少年委員協議会等の会議において趣旨説明と周知依頼を行いまし
　　た。
　５　地域でのイベント時にキャンペーン用のぼり旗を利用いただきまし
　　た。

　（６）青少年国際交流事業（中学生派遣）　　　　　　　　　　　【Ｎｏ.３２】

〔事業目的及び概要〕
　中学生を姉妹都市である米国カリフォルニア州モーガンヒル市に派遣
し、交流を深めるとともに国際感覚を養い、社会性や自立性などの感性の
向上を目指します。また、ホームステイを通じて、文化や習慣の違いを学
び、英語力を身につけ、コミュニケーション能力を高めます。青少年国際
交流事業は、毎年交互に中学生を派遣し合い進めています。平成２７年度
は、派遣事業となります。

〔事業進捗状況〕
　○派遣期間　平成２７年８月２１日～平成２７年８月３１日
　○派遣人数　中学生８人、教育長外職員２人、合計１１人
　○主な費用　派遣事業旅費　　 　７８５,６３０円
　　　　　　　派遣事業委託料　１,２８７,６０１円
　○その他　事前研修６回、事後研修５回
　　　　　　報告会　平成２７年１２月５日（青少年の主張発表会会場）

　（７）中央体育館耐震補強事業（設計・工事・監理）及び武道館耐震診断調査等
　　　　委託　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【Ｎｏ.４０・Ｎｏ.４１】

〔事業目的及び概要〕
　体育施設を安全かつ快適に使用するため、老朽化した体育施設の補強工
事に向けた、工事設計委託及び耐震診断調査等委託を行います。

〔事業進捗状況〕
　１　中央体育館（耐震補強工事）
　　（１）設計委託
　　　　○期間　平成２７年５月２７日～平成２７年９月１０日
　　　　○金額　５,７１３,２００円
　　（２）工事
　　　　※入札不調により工事を行うことができませんでした。
　２　武道館（耐震診断調査）
　　（１）調査
　　　　○期間　平成２７年６月８日～平成２７年１１月１０日
　　　　○金額　２,１６０,０００円
　　（２）結果
　　　　　耐震強度不足により補強工事を平成２８年度に実施します。

　（８）図書館施設の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｎｏ.４９】

〔事業目的及び概要〕
　住民の読書活動の促進等生涯学習を支援するために、図書館施設を充実
させ、利便性の向上を図ります。郷土資料館の移転に伴い、空きスペース
となった図書館３階を含め、全体の配置や使用方法を見直し、利用者に
とって安全で快適な環境を整備することで、子どもから高齢者まで、だれ
もが、どこでも気軽に学習でき、その成果を活かすことができる図書館を
目指します。
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〔事業進捗状況〕
　１　レイアウト変更　平成２７年８月１日～平成２７年１２月２７日
　２　主な費用　書架等委託料　　　　　２，２４１，０００円
　　　　　　　　館内配置替用備品一式　４，５２６，９２８円
　３　その他　　１階にキッズスペース、２階にＣＤ・ＤＶＤ視聴ルーム、
　　　　　　　３階に閉架書庫及び会議室兼対面朗読室を、それぞれ設置
　　　　　　　しました。

　（９）地域資料デジタル化作成等委託　　　　　　　　　　　　　【Ｎｏ.５０】

〔事業目的及び概要〕
　図書館と郷土資料館が所有する地域資料等をデジタル化して、情報端末
で閲覧できるシステムを構築することで資料の共有化を図り、利用者の利
便性を向上させます。また、英語翻訳版を作成してインターネット上に公
開することで、町の歴史や文化財、見どころ等を町内外をはじめ世界中に
発信し、調べ学習や来町に繋げる機会を創出します。

〔事業進捗状況〕
　１　委託期間　平成２７年４月１７日～平成２８年２月２５日
　２　費用　　　８,９２４,０２６円
　２　その他　○町刊行物（８種）のデジタルデータ化と英訳の公開
　　　　　　　　　デジタルデータ公開日　平成２７年１１月２１日
　　　　　　　○図書館及び郷土資料館へのタッチパネル型モニターの設
　　　　　　　　置（各１台）と郷土資料館へのタブレット端末（２台）
　　　　　　　　の配置
　　　　　　　○公開記念講演会（浅田次郎氏）平成２７年１１月２１日
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No
事業
区分

事　業　名
課
・
館

1 新規 三小プール床等塗装事業（工事）
2 新規 三小・二中水飲栓直結化事業（設計）
3 新規 四小校庭芝生化事業（設計）
4 重点 一小校庭芝生化事業（工事・監理）
5 重点 四小除湿温度保持機能復旧事業（工事・監理）
6 重点 二中除湿温度保持機能復旧事業（工事・監理）
7 重点 学校施設の修繕
8 重点 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
9 重点 教育委員会ホームページ及び「みずほの教育」の充実
10 重点 高等学校等入学時奨学金
11 重点 就学援助費、特別支援教育就学奨励費の支給

学校保健の充実
（学校医等の委嘱、児童・生徒健康診断の実施、精密検査該当者への
交通費支給、学校管理下の児童・生徒の負傷等に必要な給付）

13 重点 幼稚園児保護者の負担軽減等に関する事業
学力の向上
（中学校でのフューチャースクール実施、ステップアップ教室の実
施、学習サポーターの配置、漢字・英語検定の実施）
学校図書館の充実
（図書の購入、学校図書館司書の配置）
教育相談の充実
（教育相談員の配置、心理検査の実施、相談員の研修、適応指導教室
の充実、家庭と子供の支援員の配置）
特別支援教育の充実
（教育支援補助員・特別支援学級介助員の配置、巡回相談・専門家
チーム派遣の実施、言語相談の実施、通級支援委員会・就学支援委員
会の開催）
校務用コンピュータの整備
（校務用コンピュータの入換え、校務用コンピュータ管理サーバ借
上）

19 重点 安全教育の充実（教職員の救命講習の受講）
家庭教育の充実
（家庭教育研修会の実施）
外国語（英語）・外国語活動の充実
（ＡＬＴの派遣）
日本の伝統文化の理解教育の推進
（茶道教室の実施）
豊かな心の育成
（演劇鑑賞教室の実施、音楽鑑賞教室の実施、栽培活動の実施）
体力の向上
（体力調査の実施、中学生「東京駅伝」大会への参加、水泳指導補助
員の配置）
学校評価の充実
（第三者評価の実施）

重点

23 重点

24 重点

25 重点

18

教
　
育
　
課

12 重点

重点

17 重点

レベル
アップ

指
　
導
　
課

22

平成２７年度瑞穂町教育委員会重点事業等一覧

21 重点

14
レベル
アップ

15 重点

16

20 重点

別 紙 
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No
事業
区分

事　業　名
課
・
館

部活動の充実
（外部指導員の配置、大会等の参加費・旅費の補助）
ICT環境の整備
（教育用コンピュータの借上、教育用コンピュータソフトの借上）
学校事務の支援
（臨時職員の配置）
教職員の健康診断の実施
（循環器、結核、消化器、婦人科検診）

30 新規 ＮＨＫのど自慢の実施
31 重点 スカイホール主催事業
32 重点 青少年国際交流事業（中学生派遣）
33 重点 住民提案型協働事業の充実
34 重点 こどもフェスティバルの開催
35 重点 放課後子ども教室の実施
36 重点 成人式の開催

体験事業の実施
（ジュニアリーダー養成講座ほか）

38 重点 青少年の主張意見発表会の実施
39 重点 子ども会連合会や地区青少年委員協議会への支援
40 新規 中央体育館耐震補強事業（設計・工事・監理）
41 重点 武道館耐震診断調査等委託
42 重点 長岡トレーニングルーム管理運営業務
43 重点 総合型地域スポーツクラブ運営支援
44 重点 スポーツ・レクリエーション振興計画の推進

社会体育事業の実施
（残堀川ウオーキング、町民体育祭）
スポーツ推進委員主管事業の実施
（狭山丘陵ウオーキング、町民ハイキング、新年歩こう会、障害者ス
ポーツ他）
体育協会への事業委託
(各体育施設の維持管理）
体育協会への事業委託
(総合体育大会、小学生スキー教室、駅伝競走大会第40回記念大会）

49 新規 図書館施設の充実
50 新規 地域資料デジタル化作成等委託
51 重点 図書館協議会の運営
52 重点 貸出体制の充実
53 重点 図書資料の充実
54 重点 施設の維持管理
55 重点 図書館事業の実施
56 重点 小･中学校の読書活動への支援
57 新規 指定文化財保存、管理
58 新規 耕心館管理運営
59 重点 郷土資料館管理運営
60 重点 埋蔵文化財包蔵地内等試掘調査補助金対象事業の実施
61 重点 郷土の歴史に関する講座の開催
62 重点 収蔵文化財の保存、活用

46

重点

指
　
導
　
課

図
　
書
　
館

48 重点

社
　
会
　
教
　
育
　
課

37 重点

45 重点

26 重点

27 重点

重点

47 重点

28 重点

29
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瑞穂町総合教育会議要綱  

 

平 成 ２ ７ 年 ８ 月 ６ 日 

瑞穂町総合教育会議告示第１号 

 

（設置）  

第１条  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律１６２号。以下「法」という。）第１条の４第１項の規定に基

づき、瑞穂町総合教育会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事項）  

第２条  会議は、法第１条の４第１項に規定する協議及び調整（以

下「協議等」という。）を行う。  

 （組織）  

第３条  会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。  

（会議）  

第４条  会議は、町長が招集し、議長となる。  

２  会議は、構成員の半数以上の出席がなければ、開くことができ

ない。ただし、緊急で教育委員会委員を招集する時間的余裕がな

いと認めるときは、町長及び教育長のみで会議を開くことができ

る。  

３  教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要が

あると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示

して会議の招集を求めることができる。  

 （副町長等の出席 ) 

第５条  町長は、円滑な協議等に資するため、次に掲げる職にある

者の出席を求めることができる。  

（１）副町長  

（２）企画部長  

（３）教育部長  

 （会議の公開）  

第６条  会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要

があると認める場合、又は会議の公正が害されるおそれがあると
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認める場合その他公益上必要があると認める場合で、町長又は教

育委員会の発議により出席構成員の３分の２以上の多数で議決し

たときは、公開しないことができる。  

 （会議録）  

第７条  町長は、会議の終了後、遅滞なく、その会議録を作成し、

これを公表するものとする。  

 （意見の聴取）  

第８条  会議は、第２条に規定する協議を行うに当たって必要があ

ると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協

議すべき事項に関して意見を聴くことができる。  

 （庶務）  

第９条  会議の庶務は、教育部教育課において処理する。  

  

  附  則  

この告示は、告示の日から施行する。  

 



○実施時期

　平成27年12月～平成28年1月

○調査対象

【対象期間】

　平成27年12月1日現在の状況

　　①　任命について

　　②　任命経緯について

　　③　任命された者について

　　④　任命された教育長について

　　⑤　任命手続について

　　①　開催状況について（第１回会議の予定について含む）

　　②　事務局について

　　③　議事録の作成について

　　④　議事録の公表について

　　⑤　総合教育会議の内容について

　　⑥　意見聴取の実施について

　　⑦　意見聴取者について

　　　　策定状況・策定方法について

（３）　大綱について

（１）　教育長について

新教育委員会制度への移行に関する調査（平成27年12月1日現在）

１．調査の概要

　全都道府県・指定都市（67）、市町村教育委員会（1,718）（特別区、広域連合及び共同設置の教育委員会を含み、一部事務
組合を含まない。）

２．調査項目

　平成27年4月1日から施行された、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平成26年法律第76
号）に基づく総合教育会議の開催、大綱の策定、新教育長の任命の状況等。

（２）　総合教育会議について

1
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　　①　任命について

　　　　ア　新教育長を任命した

　　　　イ　経過措置により旧教育長が在職

　　　　ウ　教育長不在（教育長が不在等の場合で、改正法附則第５条により首長が教育長職務執行者を指名)

6/1現在 12/1現在

26 30

38.8% 44.8%

333 552

【図１】任命について 19.4% 32.1%

　　※改正地教行法においては、施行日（平成27年4月1日）に在任中の教育長は、その教育委員としての任期が満了するまで
　　　 旧制度の教育長として在職するものとし、施行日から４年以内に新制度に移行していくことが規定されている。

（１）　教育長について

新教育長を任命した自治体

都道府県・指定都市
（67）

市町村
（1,718）

３．結果の概要

333

1,369 

市町村

(1,718)

ウ 教育長不在

イ 経過措置により旧教育長が在職

(0.9%)

(19.4%)

(79.7%)

16

26

41

0

都道府県

・

指定都市
(67)

(38.8%)

(61.2%)

ア 新教育長を任命

イ 経過措置により旧教育長が在職

ウ 教育長不在

ア 新教育長を任命

30
37

0

都道府県

・

指定都市

(67)

ア 新教育長を任命

(44.8%)

(55.2%)

ウ 教育長不在

イ 経過措置により旧教育長が在職

552

1,154 
市町村

(1,718)

ウ 教育長不在

イ 経過措置により旧教育長が在職

(0.7%)

(32.1%)

(67.2%)

12
ア 新教育長を任命

６／１現在 １２／１現在
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　　②　任命経緯について
　　　　ア　旧教育長の任期満了を受け、新たに任命

　　　　イ　旧教育長の辞職を受け、新たに任命

【図２】任命経緯について

80

253

市町村
(333)

223

329

市町村
(552)

(76.0%) (59.6%)

(24.0%)

(40.4%)

ア 旧教育長の任期満了を

受け、新たに任命

ア 旧教育長の任期満了を

受け、新たに任命

イ 旧教育長の辞職を受け、新たに任命
イ 旧教育長の辞職を受け、新たに任命

3

27

都道府県

・

指定都市

(30)

(90.0%)

(10.0%)

ア 旧教育長の任期満了を

受け、新たに任命

イ 旧教育長の辞職を受け、新たに任命

3

23

都道府県

・

指定都市

(26)

ア 旧教育長の任期満了を

受け、新たに任命

(14.3%)(14.3%)

(85.7%)

イ 旧教育長の辞職を受け、新たに任命

６／１現在 １２／１現在
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　　③　任命された者について
　　　　ア　教育行政経験者　

　　　　イ　一般行政経験者

　　　　ウ　教育職員経験者

　　　　エ　その他

【表１】任命された者ついて（複数回答）

ア イ ウ エ

教育行政経験者 一般行政経験者 教育職員経験者 その他

〈エ　その他〉の主な回答

元大学教授、企業役員経験者、会社員　等

　　④　任命された教育長について
　　　ア　新任

　　　イ　旧教育長であった者を改めて任命

【図３】任命された教育長について

市町村
(552) 394 133 364 13

都道府県・
指定都市

(30)
21 19 6 2

150183 市町村
(333)

ア 新任

1610
都道府県

・

指定都市

(26)

ア 新任

1713
都道府県

・

指定都市

(30)

ア 新任

253299 市町村
(552)

(55.0%)
(45.8%)(54.2%)

イ 旧教育長であった者

を改めて任命
ア 新任

イ 旧教育長であった者

を改めて任命

(45.0%)

(38.5%)
(56.7%)

(43.3%)

イ 旧教育長であった者

を改めて任命

イ 旧教育長であった者

を改めて任命

(61.5%)

６／１現在 １２／１現在
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　　⑤　任命手続について

　　　　ア　議会における教育長候補者による所信表明、質疑を行った

　　　　イ　議会における教育長候補者による所信表明のみを行った

　　　　ウ　議会において首長に対する質疑を行った

　　　　エ　議会において所信表明や質疑はなく、採決のみ

　　　　オ　その他

【図４】任命手続きについて

22

56

109

142

4

市町村
(333)

(32.7%)

(1.2%)

(6.6%)

1

10

3

11

1

都道府県

・

指定都市

(26)

(11.5%)

(3.9%)(3.9%)

37

94

161

220

40

市町村
(552)

1

10

3

12

4

都道府県

・

指定都市

(30)

(13.3%)

(10.0%)

(33.3%)

(16.8%)

(42.7%)

(6.7%)

(17.0%)

(29.2%)

(39.9%)

ア 議会における教育長候補

者による所信表明、質疑

イ 議会における

教育長候補者によ

る所信表明のみ

ウ 議会において

首長に対する質疑

エ 議会において所信

表明や質疑はなく、採

決のみ

オ その他

ア 議会における教育長候

補者による所信表明、質疑

イ 議会における

教育長候補者によ

る所信表明のみ

ウ 議会において

首長に対する質疑

エ 議会において所信表明や

質疑はなく、採決のみ

オ その他

(7.2%)

(38.4%)
(42.3%) (40.0%)

ア 議会における教育長候補者

による所信表明、質疑

イ 議会における

教育長候補者によ

る所信表明のみ

ウ 議会において

首長に対する質疑

エ 議会において所信

表明や質疑はなく、採

決のみ

オ その他

ア 議会における教育長候補者

による所信表明、質疑

イ 議会における

教育長候補者によ

る所信表明のみ

ウ 議会において

首長に対する質疑
エ 議会において所信

表明や質疑はなく、採決のみ

オ その他 (3.3%)

６／１現在 １２／１現在
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（２）　総合教育会議について

　　①　開催状況について

6/1現在 12/1現在

46 67

68.7% 100%

684 1,559

【図５】開催状況について 39.8% 90.7%

既に開催した自治体

都道府県・指定都市
（67）

市町村
（1,718）

4621
都道府県

・

指定都市

(67)

ア 既に開催
イ 未開催

(68.7%)(31.3%)

6841034
市町村

(1,718)

ア 既に開催イ 未開催

(60.2%)

67

0

都道府県

・

指定都市

(67)

ア 既に開催

イ 未開催

(100%)

(39.8%)

1,559

159

市町村

(1,718)

ア 既に開催

イ 未開催

(90.7%)

(9.3%)

６／１現在 １２／１現在

・８回以上 ・・・ １（1.5%）

・４～７回 ・・・ ８（12.0%）

・２～３回 ・・・４９（73.1%）

・１回 ・・・ ９（13.4%）

・８回以上・・・ ３ （0.2%）

・４～７回 ・・・ ８４（4.6%）

・２～３回 ・・・７１５（41.6%）

・１回 ・・・７５７（44.1%）

6



　　②　事務局について（①で「ア　既に開催」と回答した自治体のみ）
　　　　ア　首長部局が担当した

　　　　イ　首長から教育委員会事務局に委任した

　　　　ウ　首長から教育委員会事務局に補助執行させた

【図６】事務局について

362

128

194

市町村
(684)

イ 首長から教

育委員会事務

局に委任した

ウ 首長から教

育委員会事務局

に補助執行

(52.9%)

(18.7%)

(28.4%)

ア 首長部局

が担当した

340

12
都道府県

・

指定都市

(46)

ア 首長部局

が担当した

イ 首長から教育

委員会事務局に

委任した

ウ 首長から教

育委員会事務

局に補助執行

(73.9%)

(26.1%)

774

334

451

市町村
(1,559)

イ 首長から教育

委員会事務局に

委任した

ウ 首長から教育

委員会事務局に

補助執行

(49.6%)

(21.4%)

(28.9%)

ア 首長部局

が担当した

460

21
都道府県

・

指定都市

(67)

ア 首長部局

が担当した

イ 首長から教育

委員会事務局に

委任した

ウ 首長から教育

委員会事務局に

補助執行

(68.7%)

(31.3%)

６／１現在 １２／１現在

7



　　③　議事録の作成について（①で「ア　既に開催」と回答した自治体のみ）
　　　　ア　詳細な議事録を作成（予定を含む）
　　　　イ　議事概要のみを作成（予定を含む）
　　　　ウ　作成していない

【図７】議事録の作成について

433

251

0

市町村
(684)

ア 詳細な議事録

イ 議事概要

ウ 作成していない

(63.3%)

(36.7%)

44

2
0

都道府県

・

指定都市

(46)

ア 詳細な議事録

イ 議事概要(4.3%)
ウ 作成していない

(95.7%)

1,001

553

5

市町村
(1,559)

ア 詳細な議事録

イ 議事概要

(64.2%)

(35.5%)

ウ 作成していない

(0.3%)

62

5
0

都道府県

・

指定都市

(67)

ア 詳細な議事録

イ 議事概要

ウ 作成していない

(92.5%)

(7.5%)

６／１現在 １２／１現在
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　　④　議事録の公表について（①で「ア　既に開催」と回答した自治体のみ）
　　　ア　ＨＰに公表（予定を含む）
　　　イ　事務局等において閲覧可能（予定を含む）

　　　ウ　公表していない（①②の場合を除く）

【図８】議事録の公表について

516

161

7

市町村
(684)

ア ＨＰに公表

イ 事務局等において

閲覧可能

ウ 公表していない

(75.4%)

(23.5%)

(1.1%)

66

1

都道府県

・

指定都市

(67)

ア ＨＰに公表

(98.5%)

イ 事務局等において

閲覧可能

(1.5%)

ウ 公表していない

0

1077

422

60

市町村
(1,559)

ア ＨＰに公表

イ 事務局等において

閲覧可能

ウ 公表していない

(69.1%)

(27.1%)

(3.8%)

46

都道府県

・

指定都市

(46)

ア ＨＰに公表

(100%)

６／１現在 １２／１現在
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　　⑤　総合教育会議の内容について（①で「ア　既に開催」と回答した自治体のみ）（複数回答）
【表２】総合教育会議の内容

　　〈②　重点的に講ずべき施策についての協議・調整　　ツ　その他〉　の主な内容

　　〈⑤　その他〉　の主な内容

・子どもの貧困対策 ・グローバル人材の育成 ・特別支援教育の充実 ・文化芸術事業 ・ふるさと教育の推進

・道徳教育の充実 ・教員の多忙化解消 ・震災からの復興と今後の教育 ・食育 ・文化財保護

・伝統芸能の継承 ・教員による体罰の防止策 ・小中一貫教育の検討 ・土曜授業 ・山海留学制度の振興策

・キャリア教育 ・教員養成 ・予算編成 など

・新教育委員会制度の概要説明 ・今後の日程等の確認 ・教育行政に関する意見交換 ・学校訪問 など

都道府県
・

指定都市
市町村

① 64 1510

ア 学校等の施設の整備 8 402

イ 教職員の定数の確保 6 79

ウ 幼児教育・保育の在り方やその連携 7 225

エ 青少年健全育成と生徒指導の連携 8 188

オ 居所不明の児童生徒への対応 0 13

カ 福祉部局と連携した総合的な放課後対策 8 130

キ 子育て支援 5 256

ク 教材費や学校図書費の充実 2 123

ケ ＩＣＴ環境の整備 11 231

コ 就学援助の充実 5 110

サ 学校への専門人材や支援員の配置 11 238

シ 学校の統廃合 7 238

ス 少人数教育の推進 9 114

セ 学力の向上に関する施策 23 419

ソ いじめ防止対策 15 348

タ 地域に開かれた学校づくり 10 155

チ スポーツを通じた健康増進や地域活性化 6 194

ツ その他 33 343

③ 3 98

④ 60 1322

⑤ 14 158

総合教育会議の内容

児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じる等、緊急に講ずべき措置

総合教育会議の運営に関し必要な事項

その他（①～④の事項以外）

大綱の策定に関する協議

②
　
重
点
的
に
講
ず
べ
き
施
策
に
つ
い
て
の
協
議
・
調
整
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　　⑥　意見聴取の実施について（①で「ア　既に開催」と回答した自治体のみ）
　　　　ア　関係者又は学識経験者を有する者から、協議すべき事項に関して意見を聴いた　

　　　　イ　意見聴取は実施していない

【図９】意見聴取の実施について

　　⑦　意見聴取者について（⑥で「ア　意見聴取実施」と回答した自治体のみ）（複数回答）

【表３】意見聴取者

都道府県
・

指定都市
市町村

10 13

0 13

4 19

4 3

14 67

学校長、園長、教員、スポーツ関係者、所管課長、元大学教授　など〈その他〉の主な回答

その他

意見聴取者

大学教員

学校運営協議会の委員等

ＰＴＡ関係者

地元の企業関係者

20

664

市町村
(684)

イ 意見聴取していない

ア 意見聴取実施

(97.1%)

(2.9%)

6

40

都道府県

・

指定都市

(46)

イ 意見聴取していない

ア 意見聴取実施

(87.0%)

(13.0%)

87

1472

市町村
(1,559)

イ 意見聴取していない

ア 意見聴取実施

(94.4%)

(5.6%)

16

51

都道府県

・

指定都市

（67)

イ 意見聴取していない

ア 意見聴取実施

(76.1%)

(23.9%)

６／１現在 １２／１現在
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　　策定状況・策定方法について
　　　　ア　策定済 →　ア）新規に作成した

→　イ）既存の教育振興計画、自治体の総合計画等をもって充てた

　　　　イ　策定に着手済（策定中）

　　　　ウ　策定に未着手 6/1現在 12/1現在
12 38

17.9% 56.7%
295 934

【図１０】大綱の策定状況 17.2% 54.4%

（3）　大綱について

大綱を策定した自治体
都道府県・指定都市

（67）
市町村
（1,718）

38 
27 

2 

25 

13 

都道府県

・

指定都市

(67)

イ 策定中

(40.3%)

(3.0%)
ウ 未着手

(56.7%)
ア 策定済み

(19.4%
)

12 

41 

8 

4 

都道府県

・

指定都市

(67)

イ 策定中
(6.0%)(61.2%)

ウ 未着手
(20.9%)

ア 策定済み
(17.9%)

14

イ）既存の計画等

をもって充てた

ア）新規に策定

イ）既存の計画等

をもって充てた

ア）新規に

策定
(37.3%)

(11.9%)

295 

597 

826 

232 
63 

市町村
(1,718)

イ 策定中

(48.1%)
ウ 未着手

(17.2%)
ア 策定済み

934 
691 

419 

515 

市町村
(1,718)

イ 策定中

(30.0%)

(40.2%)

ウ 未着手
(5.4%) ア 策定済み

(54.4%)93

イ）既存の計画等

をもって充てた

ア）新規に

策定

イ）既存の計画等

をもって充てた

ア）新規に

策定
(24.4%)

(3.7%)

(13.5%)

(34.7%)

６／１現在 １２／１現在

12



(1) (2) (3) (4) (5) (7) (1) (2) (5) (1) (2)

① ④ ① ② ③ ④ ① ② ③

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ

学
校
等
の
施
設
の
整

備 教
職
員
の
定
数
の
確

保 幼
児
教
育
・
保
育
の

在
り
方
や
そ
の
連
携

青
少
年
健
全
育
成
と

生
徒
指
導
の
連
携

居
所
不
明
の
児
童
生

徒
へ
の
対
応

福
祉
部
局
と
連
携
し

た
総
合
的
な
放
課
後

対
策

子
育
て
支
援

教
材
費
や
学
校
図
書

費
の
充
実

Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
整
備

就
学
援
助
の
充
実

学
校
へ
の
専
門
人
材

や
支
援
員
の
配
置

学
校
の
統
廃
合

少
人
数
教
育
の
推
進

学
力
の
向
上
に
関
す

る
施
策

い
じ
め
防
止
対
策

地
域
に
開
か
れ
た
学

校
づ
く
り

ス
ポ
ー

ツ
を
通
じ
た

健
康
増
進
や
地
域
活

性
化

そ
の
他

（
具
体
的
に
記
載

）

1 東京都 千代田区 1 ③ ① ① ○ ○ ② ③ ②
2 東京都 中央区 1 ① ① ① ○ ○ 新教育委員会制度の概要について
改訂中央区教育振興基本計画の概要について ② ③ ① ② ④ ○ ①
3 東京都 港区 2 ① ① ① ○ ○ ○ ② ② ②
4 東京都 新宿区 5 ① ① ① ○ ○ 新宿区第三次実行計画素案について ○ ② ① ② 特になし 特になし

5 東京都 文京区 2 ① ① ① ○ ○ ② ① ① ② ② ○ ①
6 東京都 台東区 2 ① ① ① ○ ○ ② ① ②
7 東京都 墨田区 2 ③ ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ② ③ ① ② ④ ○ ① ・子どもの貧困、子ども・子育て支援新制度及び放課後子ども総合プランへの対応等、区長部局との連携について協議する場合は、説明要員として関連部課の管理職を
　総合教育会議に出席させている。・議案及び報告事項のほかに「その他」の協議事項として教育委員からの質問、意見、提案等について発言の機会を確保し、質疑応答・意見交換を行っている。
・教育施策の重要事業について、月１回、進捗状況を報告し、質疑応答を行っている。
・視察を年１回程度実施している。

8 東京都 江東区 2 ③ ① ① ○ ○ ② ③ ② 特になし 特になし

9 東京都 品川区 2 ① ① ① ○ ○ ○ ③ の 事 態 が 発 生 し た 場 合 に は 、 緊 急 に 会 議 を 開 催 す る こ と を 決 定 ○ ○ 義務教育学校について ② ③ ②
10 東京都 目黒区 3 ① ② ① ○ ○ ② ③ ②
11 東京都 大田区 1 ① ① ① ○ ○ ② ③ ②
12 東京都 世田谷区 4 ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ① ○ ○ ○ ○ 一般区民等 ① ② 教育委員会が設置した教育推進会議(※)と連携して総合教育会議を実施している。

※教育推進会議…子どもを取り巻く教育の今日的な諸課題等について、学校、家庭、地域及び教育委員会がともに考え、協働して取り組むための協議の場として、平成２６年度に設置。構成員は、教育長、教育委員会事務局幹部職員、幼稚園長会長、小学校長会長、中学校長会長、幼・小・中のPTA会長、小・中の学校運営委員、社会教育委員、青少年委員の１９名。シンポジウムやワークショップを開催。(1)での総合教育会議と教育推進会議との連携の中で、地域・区民・保護者と教育委員とがそれぞれの意見を直接聞き合う機会を設けている。
こうした取組みを踏まえ、教育委員会の審議では、地域からの声を教育行政に活かすよう努めているところである。

13 東京都 渋谷区 3 ① ① ① ○ ○ ② ① ①
14 東京都 中野区 4 ① ① ① ○ ○ ② ③ ①
15 東京都 杉並区 1 ① ① ① ○ ○ ② ① ①
16 東京都 豊島区 2 ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ② ② ②
17 東京都 北区 2 ① ① ① ○ ○ ○ ② ② ②
18 東京都 荒川区 1 ① ① ① ○ ○ ② ③ ②
19 東京都 板橋区 2 ① ① ① ○ ○ ② ③ ① ② ⑤ 議会において教育長候補者は出席せず、同意のみ ○ ○ ①
20 東京都 練馬区 4 ① ① ① ○ ○ ○ ○ 「いじめ防止基本方針」の説明・共通理解（教育委員会が緊急時に設置する第三者委員会と総合教育会議について、調整が必要。） ② ③ ① ② ④ ○ ○ ② 特になし 特になし

21 東京都 足立区 7 ① ① ① ○ ○ ○ 小中一貫教育について（予定） ○ ① ○ ○ ○ 学校長、地域団体、私立幼稚園、保育園代表者等 ③ ① ② ⑤ 議会に出席し、任命同意を受けた後、あいさつを行った。 ○ ①
22 東京都 葛飾区 2 ① ① ① ○ ○ ○ ② ① ②
23 東京都 江戸川区 1 ① ① ① ○ ○ ② ③ ①
24 東京都 八王子市 3 ① ① ① ○ ○ ○ ○ 重大事態発生時の対応方法 ○ ○ 八 王 子 ビ ジ ョ ン 222　 ア ク シ ョ ン プ ラ ン （ 実 施 計 画 ） の 要 求 に つ い て ② ② ① ・「放課後児童健全育成事業」と「放課後の子どもの居場所づくり」
・いじめ防止対策

25 東京都 立川市 2 ① ① ① ○ ○ ○ ○ 体力の向上について
 ○ ② ② ②
26 東京都 武蔵野市 3 ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・小中一貫教育の検討
・教育センター構想の推進
・図書館の在り方の検討 ○ ○ ・「まち・ひと・しごと総合戦略」について
・地域子ども館と学童クラブのモデル事業の実施について ② ① ①
27 東京都 三鷹市 2 ① ① ① ○ ○ ② ③ ① ② ⑤ 議会において教育長候補者は出席し、採決のみ
※採決当日まで旧教育長として在職のため議会に出席している。 ○ ○ ②
28 東京都 青梅市 1 ① ① ① ○ ○ ② ② ① ① ④ ○ ○ ②
29 東京都 府中市 4 ① ① ① ○ ○ ○ 平成28年度の市政運営と予算編成の基本方針について
教育委員会における平成28年度施策展開の方向性について
市立小・中学校の不登校児童・生徒の状況について ○ ② ② ①
30 東京都 昭島市 2 ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ② ① ②
31 東京都 調布市 3 ① ① ① ○ ○ ② ③ ① ① ⑤ 議会において教育長候補者が出席のうえ，裁決のみ ○ ②
32 東京都 町田市 2 ① ① ① ○ ○ ○ 体力向上について ○ ② ② ②
33 東京都 小金井市 3 ① ① ① ○ ○ ② ① ① ① ③ ○ ② 特に無し 特に無し

34 東京都 小平市 3 ① ① ① ○ ○ 自由な意見交換（テーマ「教育に対する思いについて」、「文化・スポーツの振興について」、「翌年度以降へ向けた教育に関する取組について（東京オリンピック・パラリンピック競技大会へ向けた取組）」） ○ ② ② ②
35 東京都 日野市 2 ① ① ① ○ ○ ② ③ ②
36 東京都 東村山市 2 ① ① ① ○ ○ ・幼児相談、教育相談の一元化について
・二学期制について ○ ② ③ ②
37 東京都 国分寺市 3 ③ ① ① ○ ○ ○ （ 仮 称 ） 学 校 教 育 懇 談 会 に つ い て 
今 後 の 教 育 施 策 の 推 進 に つ い て ○ ② ② ② 新たに学校教育懇談会を実施。（市長,教育委員,小中学校長,各学校保護者代表者が出席し,意見交換を行った。）
今後,定期的に年２回実施する予定。

38 東京都 国立市 2 ③ ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 平和教育の実践、環境教育の推進、くにたちの歴史や伝統文化の継承、グローバル人材の育成 ○ ○ 平成28年度の教育施策について ② ① ① ① ② ○ ○ ② 特になし 特になし

39 東京都 福生市 2 ③ ① ① ○ ○ ○ 教育委員会の主な重要施策について
教育委員会の取組について
意見交換 ② ① ①
40 東京都 狛江市 2 ③ ② ① ○ ○ ○ 子どもの貧困対策 ○ ① ○ 担当部職員 ② ② 質問の内容が不明 質問の内容が不明

41 東京都 東大和市 2 ③ ① ① ○ ○ 小中一貫教育の取組、いじめ・不登校対策、変電所を含む郷土博物館の利用、公民館の利用 ○ ② ① ②
42 東京都 清瀬市 1 ① ① ① ○ ○ ○ ② ③ ② 総 合 教 育 会 議 と は 別 途 、 市 長 と 教 育 委 員 の 懇 談 会 を 開 催 し て い る 。 定 例 会 の 他 に ２ か 月 に １ 回 程 度 の 全 員 協 議 会 を 開 催 し て い る 。

43 東京都 東久留米市 3 ③ ① ① ○ ○ ○ 地域と連携した青少年健全育成について
平成２８年度東久留米市一般会計（教育費）当初予算について ② ① ①
44 東京都 武蔵村山市 2 ① ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ○ 体力向上 ○ ② ② ①
45 東京都 多摩市 1 ① ① ① ○ ○ 子どもの交通安全への取組、持続発展教育・ESDの推進、特別支援教育の充実、教育連携事業の推進、家庭で課題を抱える児童・生徒への支援 ○ ② ② ① ① ③ ○ ○ ② 特にない 特にない

46 東京都 稲城市 3 ① ① ① ○ ○ 教科書採択の方針案について ○ ○ ② ① ②
47 東京都 羽村市 1 ③ ① ① ○ ○ ② ③ ① ② ③ ○ ②
48 東京都 あきる野市 2 ① ① ① ○ ○ ② ① ① ① ③ ○ ①
49 東京都 西東京市 3 ① ② ① ○ ○ ○ 虐待の防止 ○ ② ② ① ② ④ ○ ①
50 東京都 瑞穂町 1 ③ ① ① ○ ○ ○ ○ ○ ② ② ②
51 東京都 日の出町 1 ① ① ② ○ ○ 教育長と町長が協議して対処する可能性があることを確認 ○ ② ② ②
52 東京都 檜原村 2 ① ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 教育長が村長に直接連絡し、対応する ○ ② ① ① ① ④ ○ ①
53 東京都 奥多摩町 1 ① ① ② ○ ○ ② ② ②
54 東京都 御蔵島村 未開催 1月末の首長選挙を終え、今後開催予定 ④ ②
55 東京都 小笠原村 1 ① ① ② ○ ○ ② ② ① ① ② ○ ①
56 東京都 新島村 未開催 首長との開催日程調整の不調のため。 ③ ① ① ③ ○ 金融機関役員経験者 ①
57 東京都 神津島村 1 ② ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ② ① ② 村長・副村長・教育長による毎朝のミーティングの実施で連携を強化している。 特になし。

58 東京都 青ヶ島村 未開催 教育長不在のため ④ 教育長不在のため ③
59 東京都 八丈町 1 ③ ② ② ○ ○ ○ 保・小・中・高の連携 ○ ② ③ ① ① ⑤ 議会承認後あいさつを行った。 ○ ② 特になし 特になし

60 東京都 利島村 1 ③ ② ② ○ ○ ○ 留学制度・観光ガイド・小中一貫校 ② ④ 教育長不在のため ② 特になし。 特になし。

61 東京都 三宅村 2 ① ① ② ○ ○ ○ ○ ○ ② ① ① ② ④ ○ ○ ①
62 東京都 大島町 1 ② ① ② ○ ② ② ② 旧体制中は今まで同様とした。
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